
第 169回通常国会 
予算委員会  2008年 3月 14日 
 
○林久美子君 民主党の林久美子でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 
 私は、二〇〇四年の参議院議員選挙で滋賀県の皆様から国会へ送っ

ていただきました。以来、子育て政策、教育政策を中心に取り組んで

きたわけでございますが、これもひとえに、これからの日本を考える

ときに、やはりこの国は人づくりに力を注がなくてはならないという

ふうに考えているからでございます。 
 しかしながら、現実に目を向けてみると、教育予算は年々削られて

います。さらに、国民の命を守る医療もまさに崩壊の状況にございま

す。 
 しかしながら、そうした中で政府はなおも道路は造り続けると。必

要な道路はあると思います。でも、なぜ道路に関してだけ特定財源で

なくてはならないのでしょうか。総理御自身も昨日の予算委員会の中

で、特定財源を外してしまうと、社会福祉は大事だ、教育が大事だと、

優先度が高くなることがあるかもしれないというふうに、道路よりも

必要な施策があるのではないかということを図らずも認めていらっし

ゃるところでもあるかというふうに思います。 
 それでもなおかつ特定財源が道路に関して必要だというのであれば、

教育だって医療だって福祉だってあっていいんじゃないかと、そうい

う議論すらなく道路にだけこだわり続けられるということに対しては、

私は甚だ疑問を感じざるを得ません。 
 ということで、早速ではございますが、道路特定財源を使った無駄

遣いが次々と明らかになっている中で、それでもなおかつ特定財源を

維持する必要があるのかどうか、お伺いをしてまいりたいというふう

に思います。 
 さて、先ほど津田議員からも御指摘がありましたけれども、道路特

定財源を使って、特会を経由して、かなりの無駄遣いが明らかになり

ました。道路関連の公益法人が職員旅行をほぼ丸抱えの状況で行って

いたということも明らかになっております。その金額は公共用地補償

機構だけで過去五年間だけでも総額二千万円を超えるというふうに言

われておりますが。 
 まず、総理にお伺いをいたします。 
 道路特定財源を使ってのこうした職員ほぼ丸抱えの旅行というのは



道路の整備とどういう関係があるのか、適正な支出であるとお考えで

あるのか、あるいは不適切であると思っていらっしゃるのか、突き詰

めれば無駄遣いだという御認識でいらっしゃるのか、まずはお伺いを

いたします。──総理、総理に伺っています。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） この丸抱えと言われたのは本当に申し訳

ないと思います。 
 そういうことで、それに対する半額は返せということで、これは、

まあ過去五年間ですから、辞めた人もあるし、平社員の人も行ってい

るわけでございますが、そういう判断をした人たちに取りあえず半分

を返してもらいたいということで、それから、責任者につきましても

責任を自覚して退職をされるということが、しました。 
 道路とどういう因果関係があるのかと。道路について土地の買収と

いうことが必要になります。そういうことの交渉というのは大変技術

的に難しい仕事でございまして、そういうものに通暁したこの法人に

対してそういうものを委託をしたことは事実でございまして、そうい

う形で委託費として出ているわけでございますが、そこから先につき

ましてはその独立した法人がその判断でやっているわけでございます。

しかしながら、私どもは、それが公益法人という形を取っているだけ

に、我々としてはそういう使い方についてはきっちりと整理をしても

らいたい。 
 それで、今、私は取りあえず半額ということを申しましたけれども、

そういう金額についてもそれでいいのかどうかということは、今日、

今開いていただいております専門家の委員会の方の御意見も伺いなが

ら、国民の目線に立ってどうあるべきか、こういうことをきちっとや

っていきたい、こういうふうに思っているところでございます。 
○林久美子君 私は、この国のトップリーダーでいらっしゃる福田総

理の御見解をお伺いしたいと思って伺いました。総理、いかがでしょ

うか。 
○内閣総理大臣（福田康夫君） 私は同じ質問を、先ほどの御党の津

田委員にもお答えしているんですよ。だから、まあ役割分担で今回は

国土交通大臣に答えていただきましたけれども。 
 私も、今大臣からお答えしたとおり、国民から疑念やまた不快な念

を与えるような、そういう支出についてはこれは控えるべきであると

いうような、そういう道路特定財源という、そういう特別な税金を使

ったそういう支出でございますから慎重でなければいけないと思って

おります。 



○林久美子君 じゃ、無駄遣いであったという御認識でよろしいのか

というふうに思います。 
 では、こうした福利厚生費の名を借りた無駄遣いというのは、冬柴

大臣、公共用地補償機構だけの話であるとお考えですか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） そのようなものにつきまして調査をいた

しました。道路関係公益法人から、一口五百万円以上の金額が出捐さ

れている法人というものを調べて、その五十法人がございましたが、

そういうものに対して福利厚生費、そのうち社員旅行への支出状況に

ついて調査を行いました。そうしますと、十三法人において参加者負

担が五割に満たない、私は不適切だと思いますが、そのような支出の

実態が明らかになりました。 
 このため、今後、最終的には第三者委員会の意見も伺いながら決め

ますけれども、取りあえず、私は費用の半額以上を法人が負担するよ

うな職員旅行の在り方は見直さなければならない、直近五年間につい

て個人負担が旅行費用の半額以上になることを基本として、不足額が

ある場合については役員及び管理職が法人に自主的に返還するという

ことを考え方を当該法人に伝え、そのようにするということの御返事

はちょうだいをいたしております。 
○林久美子君 冬柴大臣が調査をしましたというふうにおっしゃられ

ましたが、私が伺っているところによりますと、調査をするようにと

いう指示は出していらっしゃらないというふうに伺っております。今

回の質疑に当たりまして国交省の方に調査をしてくださいということ

でお願いをして、ようやく一昨日、私の方に調査結果が戻ってきたと

いう状況でございます。 
 今の大臣の答弁をまとめたものをこちらのパネルにさせていただい

ております。（資料提示） 
 道路特会から一件当たり五百万円以上の支出を受けた道路関連公益

法人五十法人のうち、支出があった法人が二十二法人で、参加者負担

がゼロの法人も二つございました。そして、その五〇％に満たない部

分は弁償させるというお話がございましたけれども、こうした支出が

行われているという現状でございまして、この道路特定財源を使って

道路特会を経由をしてこういう形で福利厚生費に名を借りて無駄遣い

が行われていると。まさにそれが明らかになっているわけでございま

す。 
 公共用地補償機構の理事長は、今回の一件で責任を取って今年の五

月に辞任をされるというふうに伺っておりますが、これら五十法人の



うち、今回の調査で明らかになった法人についてどのように対応され

るのかと、先ほど金額のお話はございましたけれども。更に申し上げ

れば、これ指摘してから辞めるというのはだれでもできることでござ

いまして、そうなる前にしっかりと調査をして自浄能力を発揮してい

ただかなくては、これはまさに政治の役割を果たしていないというこ

とになるのではないかなというふうに思いますが、今回の件で国交省

として、大臣としてどういうふうに国交省全体の自浄能力を作用させ

られたんでしょうか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 公益法人は、言わずと皆さん御存じのよ

うに独立した法人でございます。それに対して、事業費と管理費とい

うものがありますが、その管理費というものが事業費を圧迫をしない

ような、過度にならないようなという指導はいたしております。この

いわゆる福利厚生費はその管理費の中のごく一部の部分でございます。

管理費は役員の給与から賞与あるいは従業員の給与も含むわけですか

ら非常に大きいわけでございます。 
 しかしながら、その中のこの福利厚生費がどうなるのか、それにつ

いては我々としては過大にならないように、要するに事業費を超える

ような管理費は駄目ですよ、そういうことはしていますけれども、そ

の管理費の中のその部分がどういうふうに使われるかというところま

では我々は指導するところではなかったわけでございます、従来から。 
 ところが、いろいろの御指摘のような、私から見ても驚くべきこと

だと思いますが、従業員の旅行というのはどこでも日本では行われて

いるところだと思いますけれども、ほとんどは、私の常識が誤ってな

ければ、従業員が月々積立てをして、それで大体半額以上を積み立て

たもので、それを会社が福利厚生費でやると、年に一回ぐらいやる。

そういうのが普通じゃないかなというふうな、私、これ誤っているか

も分かりませんけれども、そういうことがあったものですから、丸抱

えとはとんでもない、これは駄目だと。それから、半額も積立てをせ

ずにそういうことをするのは私は公益法人としてはいかがかと。それ

はしかも、私はこの過大にならないようにという、それは管理費全体

ですけれども、そういうものも援用しながら、各法人に対して自主的

にこういう、私はそう思うからやってもらいたい。ただ、最終的には、

改革委員会の御意見によってその半額がなお過大であるという場合に

は、私はそれを超えてでも返してもらわなければならないと思ってお

ります。 
 そういう意味で、ただそれの使い方がどうだからということで私ど



もが役員を辞めろとか辞めないとかいうようなことは、私は言い過ぎ

だろうと思います。しかしながら、本件の場合につきましては、本人

から直接辞めさしてもらうということをおっしゃいましたので、それ

はよかったというふうに思っている次第でございます。 
○林久美子君 費用を弁償してと、ひどい場合には更にそれを上回っ

てというお話がございましたけれども、それと併せて、法人数を減ら

すというお話もあったかと思います。 
 それについても、数を減らせばいいという問題では私はないという

ふうに思っています。そもそも何でこういうことが行われているかと

いうと、まさにこれは仕組みの問題でございまして、この今回の福利

厚生費に名を借りた職員旅行の平成十八年度だけの総額で見ても、実

に七千万円が使われているわけです。これ、掛ける五をしたら大変な

ことになるわけでございまして、まさにこういったことを行わせてい

るそのシステムを変えていかなくてはならないというふうに思ってい

ます。 
 じゃ、何で道路関連の公益法人がこういうふうに福利厚生費に名を

借りて、全部が悪いとは言いませんよ、福利厚生費だって必要なもの

はあるかもしれない、だけども、その税金を無駄に使うことをするの

かというと、それはやっぱり公益法人に内部留保金がたまっているか

らなわけです。この内部留保の割合も、三〇％以下が望ましいという

ふうにございますけれども、それを超えないように超えないようにと

いうことで出していくわけですね。その結果、こういう無駄遣いが行

われているということでございますけれども、じゃ、何で内部留保金

がだぶついていくのか。そこにあるのは、まさに国交省と関連の公益

法人の間にある随意契約という契約の形態にあると私は思っておりま

す。 
 公共用地補償機構は国交省所管の公益法人でございますね。そして、

三〇％程度以下が望ましいとされている内部留保も資産合計の四一％

に達しております。先日の道路関係業務の執行のあり方改革本部の決

定では、内部留保の三〇％を超えているということで、財団法人道路

保全技術センター、これも丸抱えの職員旅行をしていたところでござ

いますけれども、これについても十二億円を基金とするとするなど適

正化を指導するというふうにされていますけれども、この公共用地補

償機構の内部留保割合、四一％でございます。大臣、この公共用地補

償機構に対しても指導をされるということでよろしいんでしょうか。 
 ただ、ただ、基金にするからいいというものでもないと思っていま



す。基金というのは、ある意味、いつでも取崩しができて、いつでも

使える形でございますから、この形態の在り方も含めてもう一度しっ

かりと検討していただく必要が私あると思っておりますが、いかがで

しょうか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） そういう法人の在り方についても検討を

して、四月までに、四月末日までに結果を明らかにするということを

申し上げているとおりでございます。 
 しかし、その中で、三〇％を超えて四一・五％というものを内部留

保しているものについては、それはその最終決定までにきちっと指導

どおりにやってもらいたい、これは申し上げているとおりでございま

す。 
○林久美子君 それでは伺います。 
 公共用地補償機構に関しては国交省が随契でかなりの事業を発注し

ていらっしゃいます。平成十八年度には、何事業、総額幾ら国交省か

ら随契で公共用地補償機構に発注されましたか。 
○政府参考人（小澤敬市君） 事実関係でございますので御説明させ

ていただきます。 
 公共用地補償機構が十八年度に随契で受注した件数、二十二件だと

いうふうに承知してございます。ただ、その合計で契約額が幾らかに

ついては、現在手元に持っておりませんので、また後ほど調べてお答

えをさせていただきたいと思います。 
○林久美子君 私の方からそれでは申し上げます。 
 二十二事業……（発言する者あり） 
○委員長（鴻池祥肇君） 質問を続けてください。林君。 
○林久美子君 それでは、その分調べて、しっかりと──はい、今お答
えいただけますか。 
○政府参考人（小澤敬市君） 失礼いたしました。 
 今申し上げましたように、平成十八年度道路特会から支出のあった

契約件数、公共用地補償機構が随契で受けている件数は二十二件でご

ざいます。また、受注金額は約十三億三千万円でございます。 
○林久美子君 分かっているのであれば最初からしっかりとお答えを

いただきたいというふうに思います。 
 改めて確認です。これはすべて随意契約でよろしいですね。 
○政府参考人（小澤敬市君） 今の二十二件については、すべて随意

契約というのはそのとおりでございます。 
○林久美子君 それでは伺います。 



 国交省から道路関連のこうした公共用地補償機構に今回随契で出し

ていらっしゃるわけですが、随意契約で受注をされるときの要件は何

ですか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 特殊な技術とか知識とか経験、そういう

ものがあるということでやるわけでございますが、しかし、随意契約

につきましては、福田総理の御指摘、御指導もありまして、昨年の十

二月二十六日、随意契約はこれからはしない、そのような決定をいた

しました。 
 したがいまして、これからはそういうものにつきましては、そのよ

うな技術を有する民間の人に働きかけて、特に建設弘済会というのが

八つほどありますね。そういうところについては特に随意契約はもう

しない、そして、よく十者ぐらいの民間のそういう技術を持っている

方に働きかけまして、そういう方が応札できるような状況の中でそれ

はセレクトする、そしてそれは企画競争という形でみんなに競ってい

ただくと、そういう方向に持っていきたいというふうに思っておりま

すし、それから法人の在り方も、我々の方の財団とか社団というもの

からできれば民営化したい、そういうことも今検討中でございます。 
 そういうことで、随意契約は大変問題があるということは御指摘の

とおりでございますし、総理の御指摘もあって、私の方はこの二十年

から、一月から、そういうものはやらないということにいたしており

ます。 
○林久美子君 平成十八年度に公共用地補償機構が国交省と交わした

随意契約、すべてが特殊な技術を必要とする事業であったということ

ですか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） それはそのとおりでございます。 
 特にですね、特にね、特に、（発言する者あり）いいですか、土地の

補償というのは、土地のね、土地を買収するというのは、小さな土地

ではありません。関係者もたくさんいらっしゃるし、そして、中には

道路だけではなしに、大きな都市改革、再生というようなものもある

わけです。そういう意味で、こういうときにこの特殊な知識というも

のは、経験とか、そういうものは非常に大切なものでございまして、

そういう意味でこれを使っていたわけでございますが、こういう今の

ようなお話もありまして、我々の方は、これからは特殊なものではあ

るけれども民間の人たちに働きかけて、そしてそういう応札をしてい

ただける人が十人ぐらいを得てからその契約に入ろうということにし

たわけでございます。 



○林久美子君 すべて特殊な技術を有する業務であったということで

ございますけれども、であれば、当然、まさか下請に投げるというよ

うなことができるような業務ではなかったということでよろしいです

ね。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 丸投げということは絶対許されないと思

います。 
○林久美子君 一部下請に投げるということは許されるんですか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 例えば、データを収集する、多種多様な

物件について短期間に迅速に処理する、そういうことが必要な部分に

ついてこういうことが行われたことはもちろんございます。しかしな

がら、一括して全部を丸投げするということは行われてはおりません。

いろいろな調査、そして資料を徴取する、そういうものを総合して公

共用地補償機構が最終的に判断をして、そして買収をする、そういう

手続に入っております。 
○林久美子君 下請に投げたケースはあったという御答弁だったかと

思います。 
 それでは、二十二事業のうち、平成十八年度、何事業について下請

に投げられたんでしょうか。 
○委員長（鴻池祥肇君） だれ。どなたが答弁に当たられますか。平

井副大臣。 
○副大臣（平井たくや君） 詳しい調査は後ほどさせていただきます

が、外注比率は、外注比率は約四分の一と聞いております。 
○林久美子君 四分の一という御答弁がありましたが、本当ですか。 
○副大臣（平井たくや君） 二十二件で、受注金額が十三億三千万円、

そして外注額が三億三千万ということですから、二五％ということに

なります。 
○林久美子君 私は金額を伺っているのではございません。投げた、

下請に投げた事業の数、割合を伺っております。 
○副大臣（平井たくや君） 件数は後ほどお知らせさせていただきた

いと思います。（発言する者あり） 
○委員長（鴻池祥肇君） 速記を止めてください。 
   〔速記中止〕 
○委員長（鴻池祥肇君） 速記を起こしてください。平井副大臣。 
○副大臣（平井たくや君） 二十二件中十二件でございます。 
○林久美子君 本当に十二件ですか。 
○副大臣（平井たくや君） 私が今確認したところ、十二件というこ



とでございます。 
○林久美子君 私が事前に伺っていたところでは十四事業ではないか

というふうに思いますよ。十四件のはずですよ。はっきりしてくださ

い。 
○副大臣（平井たくや君） 誠に申し訳ありません。 
 再度数え直しましたら十四件でございました。（発言する者あり） 
○委員長（鴻池祥肇君） 速記を止めてください。 
   〔速記中止〕 
○委員長（鴻池祥肇君） 速記を起こしてください。 
 国交省、政府側の答弁が、通告をされていたにもかかわらず不透明

な答弁であるということ、これにつきましては委員長から厳重に注意

を申し上げたいと思いますし、以降、改めて正確な答弁をするように

申し付けたいと思います。 
 それでは質問を続けてください。林君。 
○林久美子君 しっかりと正確な答弁を重ねてお願いします。 
 つまり、公共用地補償機構が国交省から随契で受けた事業のおよそ

六割を下請に投げているわけです、六割の件数にわたって。（資料提示） 
 これ、具体的な事例です。御覧をいただきたいというふうに思いま

す。皆様のお手元の資料にも入っているかというふうに思います。 
 これはごく一部、本当に二つだけ事業を載せました。平成十八年、

さがみ縦貫道路用地取得推進検討業務、これを二億七千九百五十万円

で公共用地補償機構が受注をして、この五社にわたって外注に出して

いると。結局、二億五千万円ぐらいが利益となって残っています。そ

してもう一つ、圏央道の方の事業ですけれども、これは三千五百万円

で事業を受けて五百万円で外注をしていますということでございます。 
 で、これの外注の理由です。高度、特殊な専門性が必要だから外注

をしたというふうに書かれています。これ、随契で受けているんです

よ。特殊な技能を持っているから公共用地補償機構が国交省から事業

を受けている。それが自分たちに高度、特殊な専門性がないから下請

に投げていると。 
 これ、どうですか、大臣、いかがでしょうか。（発言する者あり） 
○委員長（鴻池祥肇君） 冬柴大臣。 
 御静粛に願います。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） この随意契約発注した業務というものは、

用地取得に関する業務のうち、一つ、土地収用法の適用を伴う箇所、

二つ、大規模工場や漁業権等の特殊な物件が買収対象の箇所、三つは、



トンネルに必要な区分地上権の設定やマンションが買収対象となる事

例等、法的な問題が生ずる箇所など、特に難度の高い業務でございま

す。このような業務につきましては、当然のことですが、土地収用法

に関する法的な知識を有していること、また公共事業に関する行政実

務に通暁していること、また損失補償基準の当てはめという複雑な作

業の対応能力があることなどが求められます。 
 これらの業務に必要な人材や知見を保有する法人は、当時は財団法

人公共用地補償機構が唯一であったということから、それまで随意契

約で発注していたところでございます。 
 しかしながら、平成十九年十月三十日の総理大臣、福田総理大臣か

らの指示を踏まえまして改善措置を講じてきたところでございます。

平成二十年度からはより競争性の高い企画競争に移行することとして

おりますが、この一月からもそのようにしなさいということで、今の

ところ事例はございませんけれども、そういうふうになっております。

今後、道路関係業務の執行のあり方の改革本部におきまして、競争性

を向上させるために更なる改善策を検討していきたいと思います。 
 なお、その下請の部分でございます。それにつきましては部分的な

調査についてお願いしたわけでございまして、先ほど報告がありまし

たように、受注総額十三億三千万のうちの三億三千万円が、すなわち

それが外注に出したわけでございまして、そのような資料に基づいて、

そのような資料調査の結果に基づいて公共用地補償機構そのものが最

終的な買収その他の事務を代行してもらったわけでございます。 
○林久美子君 今の大臣の御答弁では返答していただいたというふう

には受け止めることができません。 
 もう一度お願いします。質問にきちっと明確にお答えをいただきた

いと思います。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 今私がるる申し述べた事務のその一部を

専門的に、非常に手数も掛かりますし、そういうもので下請に出した

ということでございます。 
○林久美子君 一部だったから下請に出してもいいという御答弁に伺

えますけれども、ほかにも、契約金額でいうと七八％あるいは七〇％

ぐらいで下請に投げている業務もあるんですよ。大臣、御存じですか、

調べられましたか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 非常に技術的な問題でございますので、

隅々までそういう勉強する時間もございませんが、例えば、先生がそ

こで指摘されましたさがみ縦貫道路用地取得推進検討業務及び圏央道



新利根川及び小野川漁業影響調査業務につきましては、財団法人公共

用地補償機構からは漁業補償の前提となる現地漁獲量調査等の専門的

知識に基づくデータの収集を行っていただいたり、あるいは多種多様

な物件についての調査等を短期間で、短時間で迅速に処理するために

外注を行った次第でございまして、そういうものでございます。 
 したがいまして、公共用地補償機構におきましては、再委託によっ

て得られたデータを分析し、損失補償基準への当てはめの検討を行う

作業を行い、地権者に提示する最終的な補償金額を算定しており、一

括した再委託ではございませんので、御理解をいただきたいと思いま

す。 
○林久美子君 では、違う角度から伺います。 
 七〇％で下請に出しているもの、八〇％近くで下請に出しているも

の、これは丸投げとは言わないんですか。大臣。 
○委員長（鴻池祥肇君） どなたが答弁されるんですか。小澤局長。 
○政府参考人（小澤敬市君） お答えさせていただきます。 
 今先生の御指摘にございました外注の率が七割といったような事例

が確かにございます。二十二件の中にございます。例えば、平成十八

年度では、横浜の環状南線の移転工法なんかに検討するような調査研

究業務といったようなものがそれに当たっております。それは、用地

取得業務と、それから用地取得の前提となりますような補償額、この

算定を両方兼ね備えて行う業務でございますが、その対象物が大規模

な工場の移転とかそういったものに伴うことがございまして、その場

合はそこに、例えばいろんな機械や大きな建物の移転に伴う補償の算

定の仕方にかなり技術的に困難なところがございます。 
 そういうことで、随契でこの公共用地補償機構にお願いしているも

のでございます。（発言する者あり） 
○委員長（鴻池祥肇君） 御静粛に願います。 
 林君、質問を続けてください。林君。 
○林久美子君 答弁になっていないのでもう一度伺います。 
 丸投げなんですか、丸投げではないんですか。 
○政府参考人（小澤敬市君） 今申し上げましたように、契約額に対

して受注額がどのくらいの割合かという意味で、七割ないしはそれに

近い受注の随契事由がある場合があります。それは、私ども丸投げか

どうかというのはちょっと定義もよく分かりませんから判断しかねま

すが、今申し上げましたように、七割外注するには、外注するに必要

な対象物の大規模なことであることによる困難性といったようなもの



がそこにあるというふうに考えているところでございます。 
○委員長（鴻池祥肇君） 林君、質問を続けてください。 
○林久美子君 それでは、その委託した事業をそこの受けたところが

しっかりと全部、七割、八割近いところでやっていらっしゃるという

ことは、丸投げか丸投げでないかという定義が分からないということ

でしたけど、これ一般の感覚でいえば丸投げです。間違いなく丸投げ

であると私は思っております。 
 しかも、特殊な技能を有しているから公共用地補償機構に随契で委

託していたのに、先ほどはその金額の話していらっしゃいましたけれ

ども、七割、八割という金額をもってして丸投げをしているというこ

とは、何も公共用地補償機構に随意契約させなくてもよかったという

ことではないですか。大臣、いかがですか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 十四件ありました。でも、それは、全体

的な金額を見ていただければ分かるけれども、二五％でしょう、全体

から見れば。 
 それで、だから何が丸投げ、丸投げというのは、受け取ったものを

そのまま全部やらすということですよ。しかしながら、それには、今

言うように、今ちょっと言いましたけれども、多くの利害関係者がた

くさんいるようなところをいろんな整理をして、そしてその人に対す

る補償額を割り出すということは大変な、まあ人間関係もありますし

大変な時間も掛かるわけでして、そういうものを、そういうものをや

って、そしてそれをそのいただいた資料に基づいて、そして補償額を

どういうふうに当てはめて決めていくかという作業はここがやってい

るわけですから、それは丸投げとは言わない、こういうふうに私は思

います。（発言する者あり） 
○委員長（鴻池祥肇君） 速記を止めてください。 
   〔速記中止〕 
○委員長（鴻池祥肇君） 速記を起こしてください。 
○林久美子君 それでは、伺います。 
 その七十数％で下請に投げた事業のうち、一体どれだけの事業を下

請業者がやって、どれだけの事業を公共用地補償機構本体でやったん

ですか、お伺いします。 
○政府参考人（小澤敬市君） お答えいたします。 
 公共用地補償機構が本来担う仕事は、いろんな損失補償にかかわる

ようなデータを集めまして、そのデータに基づいて損失補償基準とい

ったものとの突き合わせを行うと。そして、具体的には地権者と用地



交渉をやるわけでございますので、その用地交渉に提示をするような

補償額の金額の算定といったようなところが主でございます。 
 そうすると、その補償金額の算定作業の前段となるような、例えば

現地での土地の今の利用状況とか、それからそこでどんな営業がなさ

れているかという実地調査、そういったものは物によっては専門的な

コンサルタントを使ったりとかした方が効率的だという場合もござい

ますので、そういう場合は外注を活用していると、そういうことでご

ざいます。（発言する者あり） 
○委員長（鴻池祥肇君） 林君、質問を続けてください。質問者以外

の御発言は控えるようにしてください。 
○林久美子君 私が伺っているのは、八割の事業の中身を聞いていま

す。いかがですか。 
○政府参考人（小澤敬市君） 先ほど御指摘がございました、受注金

額に対して外注の金額がまあ七割程度から、そういった部分、高度な

そういう外注の事業につきまして、そこは例えば先ほど申し上げまし

たような圏央道の用地取得といったようなものがございますが、それ

は道路の移転に伴うような移転対象が大規模でございますので、そう

いった大規模な調査についてある程度これ時間を掛けて詳細に調査し

てくるようなことを下請のコンサルタントにやっていただいています。 
 そういう成果を踏まえて、いただいたデータを整理した上で、補償

算定基準と突き合わせをした上で補償算定金額を算定していくといっ

たような仕事をやっているところでございます。 
○林久美子君 今、補償機構の方ではすり合わせなどを行っていると

いうことでございましたが、じゃ、すり合わせるということが公共用

地補償機構にしかない特殊な技能なんでしょうか。大臣、大臣、大臣、

大臣。 
○政府参考人（小澤敬市君） 今、私がすり合わせと申し上げました

のは、データを分析しまして損失補償基準への当てはめといったこと

を検討するという内容のことでございます。 
 損失補償基準というのは、閣議決定をされて、一応補償についての

網羅的な事項を指標的な形で使われているものでございますので、そ

ういったものに精通しているというのは、行政のいろんな仕事と密着

しておりますので、そういうところの知識について機構が知識を持っ

ていたということでございます。 
○林久美子君 大臣、今の御答弁を伺っていてどうですか。おっしゃ

っていることは特殊な技術ですか。特殊な技能ですか。 



○国務大臣（冬柴鐵三君） 私は、特殊な知識であり、そして知見で

あると、私はそのように思います。しかしながら、しかしながら、こ

ういう事務を、便利だからとかそういうことで随意契約でやるという

ことについての強い批判もあり、総理の御指導もあり、これはまずや

めさせたわけです。これからはやりません。しかしながら……（発言
する者あり）やりませんよ。しかしながら、いや、これからは、これ

からはそういう契約は、随意契約はやりません。 
 したがいまして、そういう人たちも入れて、民間の人たちも競争す

る人があれば入れて、公平に競争していただいて、そして、その結果

ここが受けるということはそれはあるでしょうけれども、それは先ほ

ども言いましたように、土地収用法に関する法的な知識とか、これは

大変大きな土地の買収ということは、そこにたくさんお住まいの方、

会社を経営しておられる方……（発言する者あり）ちょっとうるさい
ですよ。こっちが聞いているのに。もう少し……ちょっとね。 
○委員長（鴻池祥肇君） 御静粛に願います。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 委員会、委員の人以外がもう、余りにも、

余りにもひどいんじゃないかね。 
 ですから、もう考えたって分かるでしょう。本当に密集市街地なん

かで道路を広げるといったら、大変たくさんの人が昔から住んでいる

んですよ。そこを、六メートルの道路を十六メートルに広げるといっ

たら、それずっと買収せないかぬわけですよ。そこには住んでいるい

ろんな人の営みがあり、いろいろあるわけです。ですから、そういう

煩雑な仕事をやっていただく私企業、そういうものについて我々も要

請もし、そしてまた、そういう人たちにも仕事を受けていただけるよ

うな環境整備をしながら、公平な契約ができるようにやっていくとい

うことを言っているわけでありまして、今までのようなやり方はやり

ませんということを昨年の十二月二十六日に決めて発表しているわけ

でございますから、どうぞ御理解をいただきたいというふうに思いま

す。 
○林久美子君 やめるということは不適切だったということではない

んですか。 

○委員長（鴻池祥肇君） どなたへの質問ですか。 
○林久美子君 大臣。（発言する者あり） 
○委員長（鴻池祥肇君） 御静粛に願います。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） そうではありません。今までやってきた

ことが不適切だということじゃなしに、そういうものは改めていこう



と、今後ですね、そういうことでございます。 
 今まで、今までやってきたことにはそれなりの理由があるわけです。

あったからできたわけです。しかしながら、もうそういうことはこれ

からの改革をするということで改めていきましょうということでござ

います。 
○林久美子君 不適切ではなかったが改めるという意味が分かりませ

んが、どういうことなんでしょうか。 
 大臣、答えてください。大臣、意味分からないですよ。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） よりいいように進もうということでござ

いまして、それはいろいろ、いろいろな考え方がありますから、固定

的にせずに、いいですか、余り固定的にせずに、これから改めようと

言っているわけですから、よりいい方へ行きましょう、そういうこと

でございます。 
○林久美子君 平成二十年度からどういう契約形態を取られるんでし

ょうか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 先ほど言いましたように、できれば十社

ぐらいに手を挙げていただいて、それぞれに企画競争、我々はこうい

うふうにしてやりますというものを出していただきます。 
○林久美子君 企画競争は会計法上どういう契約に位置付けられてい

ますか。 
○副大臣（平井たくや君） 先生御存じのとおり、競争ある随契とい

うことであります。 
○林久美子君 随契ということは変わらないんですよ。十九年度は公

募型に変えました。公共用地補償機構しか手を挙げなかったんじゃな

いですか。どうですか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） そういうことがあるから私どもは、十社

ぐらい手を挙げていただくようにいろいろな条件を変えるなり、いろ

いろ工夫をしながら十社程度の人が挙げていただけるような、まあそ

の契約要件というものを絞ればもうそれはなかなか競争というのが働

かなくなりますから、そういうふうな考慮をしながら企画競争をやっ

ていこうということでございます。 
○林久美子君 済みません。らちが明かない感じがしますので、財務

大臣に伺います。 
 財務大臣、以前平成十八年に、随契について、そこからまた再委託

をすることについて通達を出していらっしゃいます。この内容につい

てと、今の議論をお聞きになっていらっしゃって、この再委託、下請



は適正と思われますか。いかがでしょうか。 
○国務大臣（額賀福志郎君） それぞれの契約については各省庁が責

任を持って適正に行うことになっております。 
 ただ、財務省としては、公共調達については先ほど来お話があるよ

うな、何というんですかね、林先生が言う丸投げということはこれは

いかがなものか、禁止すべきであるという指導をしております。 
○林久美子君 では、不適切であったということでよろしいですか。 
○国務大臣（額賀福志郎君） 先ほどの話を聞いておりまして、二十

二件のうち十四件が再委託をしていると、そのうち七〇％ぐらいが委

託をなさっているということでございますから、その委託の仕方がど

ういう形になっているのか私、承知しておりませんので、それが丸投

げであるのか、適正な形で仕事が請け負わされているのか、資料を持

っておりませんので今判断ができませんけれども、原則的には丸投げ

はいけません。 
○林久美子君 大臣、冬柴大臣、今の財務大臣の答弁聞かれていかが

ですか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 財務省から、御指摘のように十八年八月

二十五日ですか、公共調達の適正化についてということで、当時の財

務大臣から各省各庁の長に対しての通知がございます。 
 その中に一括再委託の禁止という項目がございます。委託契約の相

手方が契約を履行するに当たって、委託契約の全部を一括して第三者

に委託することを禁止しなければならない、このように書かれてあり

ます。 
 それで、それについても、書面によって一括して全部やらなきゃな

らないというような申請があった場合には、再委託を行う合理的理由

があるかどうかとか、再委託の相手方が再委託される業務を履行する

能力があるかどうか、その他必要と認められる事項について審査をす

るということになっておりまして、委託契約の全部を一括して第三者

に委託するということは禁止されております。 
○林久美子君 全部全部とおっしゃいますけれども、随意契約の重点

的監査という項目がございます。この①のロ、財務大臣、お手元にあ

りますでしょうか、御紹介いただければと思いますが。 
○国務大臣（額賀福志郎君） ちょっともう一度言ってください。 
○林久美子君 今の話に関連して、随意契約の重点的監査という項目

で、財務大臣名でこういうことは不適切だということで例示列挙をな

さっています。これ、（２）の①のロなんですけれども、ありますか、



ない、どうですか。 
○国務大臣（額賀福志郎君） それは、随意契約の問題については、

福田総理の指示の下で我々はできるだけ透明性を持って競争的な契約

をしていかなければならない、入札をしていかなければならない、特

に随意契約については、その監視を強めて国民の皆さん方に誤解を与

えるようなことがあってはならないと、そういう意味であります。 
○林久美子君 では、私の方から御紹介申し上げます。 
 契約金額の相当部分が再委託先に支払われている場合や契約の目的

となる事務又は事業の大半を再委託先が実施している場合などは、随

意契約の相手方の履行能力が十分でないと認められるとして、随意契

約を行うことは不適切であるというふうに出していらっしゃいます。 
 冬柴大臣、いかがですか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） それに対しては、どういうふうな解釈が

成立するのか、行政解釈としてどうなのか、これは質問者がどのよう

に読まれるのか。我々は、違法なことはしていないというふうに思っ

ております。 
 したがいまして、ただ、それには解釈に幅があるじゃないですか。

ですから、こちらから批判をされるんであれば、私どもは批判を受け

ないように改めていこうということで今懸命にやっているわけです。

私どもも、こういうことが行われる、そういうものについては国民の

目線から見たときに適当ではないということの御指摘があり、あるい

は我々が気が付けば、これをちゅうちょなく改めていこうという姿勢

で今やっているわけでございまして、それ以前の問題についていろん

な問題点があったという御指摘があれば、今後、改めていく上におい

てそれを十分考慮しながら検討をしてまいりたい、そういう批判を受

けないように、また国民の目線から見て不適当だと思われることがな

いようにしていくために努力をしなければならない、このように思っ

ているところでございます。 
○林久美子君 それでは、本当にこれから、会計法上は企画競争入札

も随契ですからね、しっかりとその辺をチェックをしていきたいとい

うふうにも思っております。 
 では、視点を変えて伺います。 
 これは、細野衆議院議員が衆議院の方でも指摘をされましたが、国

建協の問題でございます。 
 国建協が作った成果物、余りにひどいということで御指摘をさせて

いただいてまいりましたけれども、ほかにもございました。国建協が、



かなり国交省から、やっぱりこれも随契で業務を受注していると。こ

れは平成十八年度海外の道路関係制度等に関する調査という資料でご

ざいます。これ開けてみて、私びっくりしました。皆さんのお手元の

資料にもございますけれども、どうか御覧ください。 
 外務大臣、見覚えがありませんか、このページ、外務省のホームペ

ージです。それがそのまま使われている。イタリア共和国の説明につ

いては外務省のホームページがとじられている。さらには、パンフレ

ットが挟み込まれている。これ全部で五冊でワンセットになっている

んですが、五冊のうち四冊全部、ほとんどと言っていいほど英文です。

しかも、御丁寧にホームページから引っ張ってきて、上の方にアドレ

スが載っていたりというまさに代物でございまして、これが平成十八

年度におよそ六千万円で受注されている。五冊でワンセット、しかも、

これ原本ですよ、これが原本。（資料提示）原本でこれなわけです。こ

れが五冊でワンセットで三部作られています。これで五千万円。一部

当たりほぼ二千万円ということになります。この税金のまさに垂れ流

しと言ってもいい状況、どのように御覧になられますか、冬柴大臣。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 細野委員から衆議院でそのような御指摘

もちょうだいいたしました。私は直ちに、もうここに調査を出すのは

やめる、一切やめるということを申しました、決めました。 
 それで、これについてはいろいろ評価はあるんでしょうけれども、

そのようなホームページが引かれているとか値段が過大であるとかい

うような、いろんな御批判があることもよく知っておりまして、私は、

それはもうその調査会社には、もし必要であればそれこそそういう専

門の人に競争入札をしていただいて、そしてやっていただく、そうい

うふうに今後改めると、その部分についてはそのように改めるという

ことを決めました。 
○林久美子君 済みません、国建協というのは、社団法人国際建設技

術協会ということで、これも国交省所管の道路関連の公益法人の一つ

でございます。 
 この国建協に対して道路特定財源からお金を出すのは一切やめると

いうお話がございましたが、これに関しては後ほどお伺いいたします。 
 衆議院の方で指摘をされましたもう一つの報告書の方、一冊三千万

円で作られていたという例の代物でございますけれども、大臣、この

一冊三千万円の資料が今どんなふうに活用されているか御存じでしょ

うか。──大臣、大臣。 
○政府参考人（宮田年耕君） お答え申し上げます。 



 細野委員が御指摘なさいました平成十八年度海外の道路関係情報等

に関する調査及び道路関係制度等に関する調査、この報告書でござい

ますが、一番目は、個別の施策とかプロジェクトについて主要国の様々

な取組というのをまとめております。もう一方の制度等に関する調査

でございますが、これは制度面を中心にして道路に係る先進諸国の動

向を調査しておりまして、例えば海外の調査によりましてそれぞれの

国が国際競争力の強化、そういう点でどういう整備をしているかとい

う点、それからもう一つは、高齢化する道路ストックに対応しまして

道路管理をどういうふうにしているか、そういうことをもちまして道

路政策を検討するに当たっての参考としてございます。 
○林久美子君 参考としているということでございましたが、担当課

に何部置いてありますか。 
○政府参考人（宮田年耕君） 担当課ということであれでありますが、

三部だと認識しております、契約は。 
○林久美子君 契約は三部ということでございますが、実際はどうで

すか。 
○政府参考人（宮田年耕君） 済みません、私、一部は見ております

が、そのほか、課で確認しているということは私自身はしておりませ

ん。申し訳ありません。 
○林久美子君 私が伺っているところでは、三部とも置いてあって、

一部コピーが作られて置いてあるというふうに伺っております。 
 この報告書が実際、じゃ業務にどういうふうに活用されたのか、具

体的に聞かせてください。 
○政府参考人（宮田年耕君） お答え申し上げます。 
 報告書の中にも随所にパワーポイントで作られたページがあったと

思います。その部分を用いましていろんな場面で、先ほど申し上げま

したような諸外国の状況、そういうものを関係者の方々にいろいろ知

識として御説明する、そういうことに用いてございます。 
○林久美子君 だれが読んでいるかも分からないと。あれ、もうほと

んど英文とか、まあ日本語変換機に掛けていらっしゃるみたいで言葉

がおかしいのも相当ありましたけれども、こんなの普通、民間企業だ

と許される仕事じゃないですよ。まさにこれ、私、税金の垂れ流しで

あるというふうに思っています。 
 要は、これは先ほども申し上げましたように、道路関連の公益法人

に資金がたまってしまうから、それを、道路関連の公益法人に資金を

流すために、要するにそこの間で国交省と随意契約が行われているわ



けですね。この随意契約が違法ではないというところがある意味ポイ

ントでございまして、法律違反ではないけれども適正ではないという

ことでこれまでずうっと続けられてきたわけです。 
 その根本的な原因の一つではあるかと思うんですけれども、これ、

契約書を拝見しました。直接人件費が三千六百万円、そして諸経費が

三千六百万円、これは直接人件費に百分の百を掛ける算式でこういう

形になっているんですけれども、そもそもこれは調査報告書の作成業

務なのに土木事業に関する設計業務等に適用するとされている積算基

準が適用されています。その理由は何ですか。 
○政府参考人（佐藤直良君） 土木事業に係る設計業務等の積算にお

きましては、御指摘のとおり、業務委託料をはじく際、直接人件費、

直接経費、技術経費、御指摘の諸経費及び消費税相当額から構成され

ております。 
 このうち諸経費は、建設コンサルタント等の管理部門の職員の人件

費あるいは事務所の地代、家賃、これらの経費でございます。諸経費

は、業務を民間企業に委託する場合にあっては直接人件費の一二〇％、

公益法人の場合にあっては直接人件費の一〇〇％と定めております。 
 この諸経費率は、建設コンサルタント等を対象として、実際に必要

とした経費を調査した結果に基づき設定しているものでございます。 
○林久美子君 私が申し上げておりますのは、土木事業を直接的にや

っているわけではないのに土木事業の積算基準が適用されているのは

おかしいということを申し上げています。 
○政府参考人（宮田年耕君） お答え申し上げます。 
 調査業務の積算に当たりましては、今説明がありました基準書を参

考にして行っておりますが、同基準書には測量業務、地質調査業務、

設計業務等その積算基準がございます。 
 今回の海外調査につきましては、道路行政や道路技術に関する知識

をベースにして、資料の収集や解釈、各国の制度や技術を比較評価す

る等の分析業務でございまして、内業を中心とした業務でございます。

今ある中で最も適切な基準として、内業を中心とした業務に適用され

る設計業務等積算基準を用い、その諸経費率を使用いたしました。 
○林久美子君 要は、ほかに基準がないからこれを適用したというこ

となんだと思うんですけれども、結局、その暗黙の了解の中で、適正

ではない積算基準を使って非常に合法的に水増し請求をされているわ

けですよ、国交省の皆さんは。 
 申し上げますと、同じこの国建協が平成十八年度にある独立行政法



人から仕事を受けました。それはやはり調査報告書を作るようなもの

だったんですが、四か月掛かるもので六百ページ。 
 国建協幾らで作ったと思われますか。大臣、いかがでしょうか。 
○政府参考人（宮田年耕君） 済みません。六百ページと、何年度か

少し分かりませんので、お教えいただければ。数字…… 
○林久美子君 十八年度。 
○政府参考人（宮田年耕君） 十八年度。十八年度は二つございまし

て、九千万と五千万だったと……（発言する者あり）ちょっと、あの、
はい、済みません。 
○林久美子君 国交省との話じゃなくて、国建協がほかの独立行政法

人と結んだ契約の話です。 
○政府参考人（宮田年耕君） 申し訳ありません。事前に御質問いた

だいておりませんので、手元にございません。 
○林久美子君 私は、大臣がどのように御覧になっていらっしゃるか

なということでちょっと実は伺いたかったんですけれども、これ、六

百ページの報告書、やはり海外の調査に関するものが含まれているん

ですが、百十万円で作られているんですよ、百十万円。 
 これだけ値段が違う。どう思われますか、大臣。 
○政府参考人（宮田年耕君） 実際、実物を見ておりませんのでどう

いう比較ができるか分かりませんので、少しお答え申しかねます。 
○林久美子君 先ほど御紹介しましたが、このワンセットで二千万円

ですよ、二千万円。片や百十万円。 
 私はやっぱり大臣の御見解を伺いたいと思います。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 本の値段はその内容によると思いますの

で、私はにわかに百ページだから、六百ページだからということで値

段が付くものじゃないと思うんですね。内部には著作権というものが

ありますし、その人の労作もありますし、そうかといったらまあ御批

判があるように孫引きとか、そういうものがあるものもあるでしょう

から、その量によって値段が決まるものではないだろうと思います。 
 したがいまして、ですから、それについて御批判があり、私として

はその法人にはもう一切そういう調査は委託しませんということを決

めたわけでございます。 
○林久美子君 もちろん、ページ数の問題でないということはよく分

かっています。分かっていますけれども、じゃ一億で発注したものが

一億の価値があるかといえばないわけですよね。で、片や百十万円で

できているという、この現実はしっかりと受け止めていただかなくて



はならないというふうに思っています。 
 要は、無駄に使おうとしているからこういうことが行われているわ

けですね。道路関係の公益法人による事業についての成果は本当にあ

るのかということを、もう皆さん思っていらっしゃると思います。 
 こうした中で、総務大臣にお伺いをしたいと思います。 
 総務省はそれぞれの業務に、各省庁のそれの政策評価をなさるお力

がありますけれども、この国建協を始めとする道路関係の公益法人に

対する政策評価、行っていらっしゃいますか。 
○国務大臣（増田寛也君） 私どもの方では、こうした公益法人に対

しては、委託契約の状況ということで、契約の競争性を高める視点で

過去に調査に入ったことがございますが、少し古うございまして、最

近のものでも平成十一年、十二年ごろでございます。それ以降はそう

したことは行っておりませんで、その平成十一年に入った調査につい

ては、これは高速道路に関する行政監察ということで入ってございま

すが、それが十二年八月の勧告に結び付いておりますが、最近はそう

したことは行っていないということでございます。 
○林久美子君 税金を使っての事業なわけです。税金を使ってこうい

うもろもろの報告書を作っていて、それがどういうふうに業務に生か

されているのか、政策に生かされているのか、そこをしっかりとチェ

ックをしなくてはいけない。それが最近行われていないと、しかも契

約形態で行われているということでございましたけれども、今のこう

した状況の中で、この大事な予算案の審議をしているときに、しかも、

これからも十年間を掛けて五十九兆円で道路を造るんだと、暫定税率

は維持をするんだということを言い続けていらっしゃるときにおいて、

これ評価も行われていないということであれば、とてもじゃない、私

たちは審議できないと思うんですけれども、いかがでしょうか。 
○委員長（鴻池祥肇君） どなたへの質問ですか。 
○林久美子君 総務大臣。 
○委員長（鴻池祥肇君） 増田大臣。 
○国務大臣（増田寛也君） 今の問題でございますが、大きく二つご

ざいまして、その契約関係ですね、やっぱり随契が非常に問題になっ

ていると、これはもう間違いありませんので、その点については、こ

の福田内閣で総理の指示をいただいておりますので、各省で第三者機

関を設けて、そこには公認会計士とかそうした、今まではもう中の人

間だけで契約をしていたわけですが、公認会計士さんなどを入れた第

三者機関を設けてこれから厳しくチェックをしていくと。で、それを



私ども総務省が省庁横断的に更に厳しく監視をするということで、そ

れはまたおかしなところがあれば我々勧告をいたします。今、四月か

らの細かな作業体制を管区の行政局などを通じいろいろ今組んでおり

ますけれども、これ何も道路関係法人だけではなくて全契約を考えて

おりますが、その中で、今これだけ御指摘もございましたので、道路

関係のところも契約関係についてはよく見ていきたいと。 
 それからあと、政策の関係でございますが、これは今のやり方は、

それぞれの省庁、それぞれの大臣が中心になってそういった政策の中

身について、特に公益法人でございますので非常に数が、六千八百ぐ

らい今全部ございます。ということでございますので、なかなか全体

は総務省なりも見切れないものですから、これ各省大臣が責任を持っ

てその業務内容について見るということで、これ、これだけ道路特会

についての問題が大きな問題になってございますので、私どもは、国

土交通省が特別な改革本部をつくったり、あるいは第三者を入れたい

ろいろな機関をつくるということでございまして、そこで、これはも

う大きな問題でございますので、当然どういうことをやられるかとい

うことは、国民周知、監視の下で行われていくわけでございますので、

そうした中で個々の公益法人、どういう業務が行われているかという

ことを見ていただきたいと、このように考えております。 
○林久美子君 それでは、所管省庁の方にしてもらって、総務省とし

ては全体的な管理というような感じがしたんですけれども、総務省と

しても単独でできますよね。どうですか。 
○国務大臣（増田寛也君） 私どもも今いろいろなテーマについて、

計画的にやっていくものと、それから本年度ですね、昨年でございま

すが、遊戯施設が事故を起こしたときに直ちにそこの評価に入ったと、

こういうこともございまして、今私ども、こういった公益法人につい

ての行政評価に入るという計画は持ち合わせておりませんけれども、

今は国交省のそういう第三者の人たちも入れた改革本部のそうした中

での改革努力をまちたいと、このように考えております。 
○林久美子君 総務大臣、是非積極的にやってくださいよ。今年、ス

ケジュールを組んでいらっしゃる最中ですから、国交省所管の公益法

人きちっとやっていただけないですか。約束してくださいよ。皆さん、

見ていますよ、国民の皆さんが。 
○国務大臣（増田寛也君） 私も、今そういう問題提起ございました

ので、少し持ち帰らせていただきたいと思っておりますが、持ち帰ら

せていただきたいと思っておりますけれども、やはり基本的には公益



法人、それぞれの所管大臣がきちんと業務内容を見るということが基

本でございますので、その基本にのっとった上で、しかし大きな、我々

が出ていかなければならない場面があれば、そこはもちろん内閣全体

としてたださなければいけないと思っておりますので、そこの点は持

ち帰らせていただきたいと思います。 
○林久美子君 基本的に各省庁ということでございますけれども、し

っかりと、持ち帰って御検討いただけるということでございますので、

どうか前向きに取り組んでいただきますようにお願いを申し上げます。 
 さて、このほど道路関係業務の執行のあり方改革本部の決定で、先

ほど大臣からの御答弁もございましたが、国建協については道路特定

財源からの支出は行わないこととするということでございます。これ

から道路特定財源で一部一般財源に入れてやっていかれるわけですが、

一般会計からは例えば信号機を付けるなどの道路関連の事業と、特会

からはこれまでどおり調査業務なんかは発注されるというふうに伺っ

ているんですけれども、国建協には特会から一切出さないということ

は、何もこれ、これまでのすべての調査業務、国建協がやってきた、

国建協じゃなくてもできたということですね。どうですか、大臣。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） これからできるようにするということで

ございます。いろんな人にそういうことをやっていただけるように働

き掛けていくということでございます。 
○林久美子君 大臣、正直なところを聞かせていただきたいんですが、

あの数々の報告書、大臣も御覧になられましたよね、当然。御覧にな

られましたか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 今日、委員からの質疑をいただくという

ことで、今朝勉強しているわけでございまして、それはね、それはい

ろいろやっていますよ。毎日毎日、それこそ早朝から、もう朝五時か

らやっているわけですから、それはなかなか手が回りません。ですか

ら、それは、それで事務方から答弁をさせているわけでございます。

私にも能力の限界がありますから、そういうことでございます。 
 しかしながら、大事なところはやっていますよ。こういうものはも

う出さないとか発注しないとか、いいですか、そういうところには発

注しないとかいうことは私決めてます。それから、これから調査の委

託とかあるいは嘱託をする場合には、その金額によってはそれの支出

とかあるいは事後の点検とかいうものをきちっとするということも今

の改革委員会の中ではきちっと検討項目に入れてありまして、我々と

してはそういう面についても事前及び事後のチェックをきちっとやっ



ていくつもりでございます。 
○委員長（鴻池祥肇君） 残余の質疑は午後に譲ることといたします。 
 午後一時に再開をいたします。休憩といたします。 
   午前十一時五十四分休憩 
     ─────・───── 
   午後一時開会 
○委員長（鴻池祥肇君） ただいまから予算委員会を再開いたします。 
 質疑の前に委員長より四点申し上げたいと思いますので、お聞き及

びをいただきたいと思います。 
 まず第一点目は、質問者が既に質問の通告をされておるにもかかわ

らず、答弁が極めてあいまいもことしておったのが午前中のこの質疑

で散見できますので、御注意をいただきたいと思います。 
 もう一点、松島副大臣につきまして、委員長の答弁停止を聞かずに

自らの主張を繰り返す、質問の要旨にも答えていない、極めてこの参

議院予算委員会を冒涜しておると、このように判断をいたしますので、

今後とも松島副大臣の予算委員会への出入りにつきましては、お断り

を申し上げたいと思います。 
 三点目でありますが、やじはひとつ程々にしていただきたいと思い

ます。 
 答弁の閣僚の皆様方には、大変恐縮でありますけれども、答弁は簡

潔に明瞭にお願いを申し上げたいと思います。 
 以上で委員長からの発言を終わりたいと思います。 
 それでは、休憩前に引き続き、平成二十年度総予算三案を一括して

議題とし、質疑を行います。林久美子君。 
○林久美子君 それでは、午前中に続きまして質疑を行わせていただ

きたいと思います。 
 午前中の質疑で明らかになったことは、道路特会が膨らんできて、

それを外に出すために不適切な随意契約で道路関連の公益法人に随契

を繰り返してきたと。さらに、その公益法人でも資金をため込むこと

ができないから、それを何とか使おうということで、福利厚生費など

の名目で無駄遣いを繰り返していたということが明らかになったので

はないかなというふうに思っております。 
 午前中に取り上げさせていただきました各団体共通をしております

のは、やはりこれらはすべて天下りの方が常勤の役員を務めていらっ

しゃるということでございます。国建協に関しては常勤役員四人が全

員国交省からの天下り、公共用地補償機構についても常勤役員三人が



すべて国交省からの天下りということになっております。やはりこう

した仕組みそのものを変えていくためには、この天下りの問題、真剣

に取り組んでいかなくてはならないというふうに思っております。 
 私はこう思います。常勤役員だけではなくて、現状の天下りの規制

の在り方というのは、お給料をもらっている、報酬をもらっている常

勤役員ではなくて、無報酬の非常勤役員も含めてトータルの役員数に

占める所管省庁出身の天下りの人の割合を大体三割以下に収めるべし

ということになっておりますけれども、非常勤の方は元々報酬がない

わけでございますから、やはりこの規制をしっかりと徹底していくた

めには、この三分の一の割合、思い切って常勤役員の割合を三分の一

に抑えるぐらいの改革が必要だと思いますが、増田総務大臣の御見解

をお伺いいたします。 
○国務大臣（増田寛也君） 天下りの問題、そして所管省庁からのそ

うした役人が移っていると、こういうことについてのお尋ねがござい

ますが、これについては閣議決定で平成十八年に、今お話がございま

したとおり、基準を厳格化して三分の一基準、まだこれを満たしてい

ない法人がございますので、これを八月までにゼロにすると、厳格化

をすると、これが今必要だというふうに思っております。 
 それから、このことはもう当然やらなければいけないと思っており

ますが、常勤と非常勤のそういうことにつきましては、今委員の方か

ら常勤理事についてそこに着目をして規制をしたらどうかと、こうい

う御提案がございました。 
 これは確かに一つの考え方であると思っておりますが、実は公益法

人の中で、これ民間法人いっぱいあるわけでございますが、一般的に

公益法人と申しますのは、常勤非常勤問わず法令上の権限というのは

中で全く同じなわけです、法令上の権限はですね。ですから、これに

ついて法令上の権限は全く同じなもんですから、その中で常勤者だけ

を公益法人の監督という観点から特別の規制をするのについては、私

どもは慎重に考えたいと。要するに、そのことについては、別途天下

りの問題をどうするかということは大きな問題として考えなければい

けないと思っておりますが、公益法人の指導監督ということからいい

ますと、理事の権限に差がございませんので、そのことについてはや

はり慎重に考える必要があるだろうと、こういうふうに思います。 
 今、そうはいいましてもこの公益法人についていろんな問題が生じ

ているということはございますので、私どもの方で今検討中でござい

ますが、所管省庁出身常勤理事のいる法人に、何か別途透明化させる



ようなことはできないのか、報酬規程をもっと、今そういったものに

ついて明らかになっていないところもあるわけですが、随契をしてい

るようなところのものについては報酬規程を全部公開するとか、何か

透明化が必要ではないかなと思っていろいろ検討しております。検討

してございますが、その点については少しお時間をいただきたいとい

うふうに思っております。 
○林久美子君 是非前向きな取組をお願いをしたいと思います。役員

報酬についても、幾ら幾ら以下というような規程の公開にとどまって

いるところもありまして、やはりしっかりと公開することでブレーキ

が掛かっていくということがあると思いますので。 
 逆に、更に申し上げれば、常勤、非常勤の役員の方の権限に差がな

いということがございましたが、報酬が出ているか出ていないかは、

これは大きな差でございまして、私、聞きました、常勤役員の方何し

ていらっしゃるんですかと。しっかりとした明確な答えというのは全

く返ってこないと。しっかりと徹底的に見直していただきたいという

ことは心からお願いを申し上げたいというふうに思います。 
 では、今回道路特定財源、一般財源化をするというお話がございま

すが、私これ非常にまだまだ問題が隠されているんではないかなとい

うふうに思っております。 
 今回は一般財源に一部入れて、道路特別財源からもまた別の支出を

するという制度設計になっておりますけれども、これエネルギー特会

がそうなんですけれども、この一般会計に入れている金額を、例えば

今年百入れました、来年二百入れました、再来年三百入れました、ト

ータル五百です。その再来年に特会の方が資金が不足をしてきて、何

か緊急に大きなことをやりたいみたいなことになったときに、特会の

方に、これまで一般会計に入れたトータル五百です、あっ、六百を、

済みません、それをそちらに、特会に返すということは制度的に可能

なんでしょうか。冬柴大臣、お願いします。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 私の方の改正後の、今提案中の財源特例

法三条では、受益と負担の関係にかんがみまして、道路整備費を上回

る税収に相当する額については後年度において計算上の財源として税

収に加算するということにしておりますので、今言われたようなエネ

ルギー特会の貸し借り勘定ですか、そういうものではございません。

全く違います。 
○林久美子君 済みません、確認させてください。それでは、一般会

計に繰り入れていた分を特会に戻すということはないということです



か。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 特会に返すという思想ではなしに、税収

にその部分が加算されて、そして必要な道路整備費と比較されます。

したがいまして、これはそれが上回ればいいんですけれども、下回れ

ば一般会計からでも入れていただくということになります。 
 しかしながら、なかなかきつい、厳しい査定をされます財務省でご

ざいますから、なかなかそうはいかないと思いますけれども、理屈は

そうでございます。 
○林久美子君 ということは、制度的には可能だということなんだと

思います。一般財源に繰り入れておいて、特別財源にまたその分を返

してもらうということは、制度的にはでもできるわけですよね。 
 申し上げたいんですけれども、できるんですよね、よろしいですよ

ね。 
○政府参考人（宮田年耕君） お答え申し上げます。 
 今大臣が冒頭、後年度において計算上の財源として税収に加算する

こととしておるということを申し上げました。この計算上の加算額が

自動的に道路整備に充てられるわけではございませんで、毎年度の予

算編成において真に必要な道路整備を見極めた上で必要な額のみをま

た次の年度、予算に計上するということでございます。ただ、仮に後

年度において必要な道路整備費が税収を上回った場合には、その上回

る財源については一般財源が充てられるということになります。 
○林久美子君 結局、もう分かりにくいので私から申し上げます。 
 事前に伺っているところでは、一般財源に入れている部分も何か緊

急で必要で、税収が落ちたとかいろんな事情があるでしょうけれども、

そのときは道路特定財源に返すことはできるという、制度的にはでき

るというふうに伺っております。これは何が申し上げたいかといいま

すと、要は一般財源に繰り入れたものも使う使途は道路整備関連に限

られているわけですね、ですよね、よろしいですね、大臣。そうです

よね。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 一般財源に入れたものは一般財源ですよ。

ですから、それは、使途は全く自動車と関係のないものに使われるの

は困るんです。ですから…… 
○林久美子君 分かっています。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） いや、待ってください、待ってください。

一般財源から今まで、例えば信号機とか、それから交通事故でけがし

た人が、例えば千葉県で大変マン・ツー・マンでやっていただいてい



る、そういうものがあるじゃないですか。そういう交通事故に対する

費用とか、それは一般会計から今まで出ておったんですよ。それを我々

の方から一般会計に回した金額で払っていただくということであれば、

タックスペイヤーも納得していただけるだろうということです。 
 全然違うところへ使われたら、それは先ほど僕も言いましたよ、そ

んな全然違うところへ使われるんだったら、それはもう減税するか何

かやってくれと、こういうことになるわけです。しかしながら、自動

車を運転する人が負担するわけですから、それは道路を造るためにし

ますよと言って入れていただいているわけですから、道路と全く関係

ないことは、それはちょっと困りますということなんです。そういう

ことですよ。 
○林久美子君 だから、道路整備関連、道路関連にしか使えないとい

うことでいいんだと思いますね。ということは、逆に言えば、特別財

源の方が不足をしてきたからその分を一般財源から返すということに

なれば、これ結果的には二重取りの世界になるわけですよ。分かりま

すか、大臣。これは本当に一般財源化と言えるんでしょうか。 
○国務大臣（冬柴鐵三君） 一般財源化でございます。それはね、お

金に色は付いていないけれども、相当額がそれに充てられるわけです

から、相当額が。お分かりでしょうか。そういうことでございます。 
○林久美子君 大臣、本当、お願いします。だから、今までと比べて

よりちょっとましになるという程度の話だと思うんですけど。結局は、

だけど二重取りになるわけですよね、そういうことになれば。そこら

辺しっかりと御認識をいただきたいと思うんですけれども。 
 結局、一般財源化きちっともう全部して、これだけ無駄遣いも明ら

かになっている、天下りの役員の皆さんが潤っていると。しかも、で

もそれは税金で、職員旅行まで行っていると、マッサージ機は買って

いる、アロマセットは買っているみたいな状況の中で、これは本当に

このままで理解得られるのかと。やっぱりこれは特定財源ではなくて

一般財源化をして、しっかりと、もっと今緊急に必要とされているこ

とっていっぱいあるわけですよ、課題が。それにしっかりと充当をし

て、国民の皆さんに安心していただくための政治を実現していくこと

が今この場に身を置かせていただいている私たちの役割ではないでし

ょうか。 
 福田総理、いかがでしょうか。総理に伺いたい。 
○内閣総理大臣（福田康夫君） 二十年度も一般財源化、特定財源の

中で真に必要な道路整備の、余裕があるというか、特定財源の中で余



裕のある分を千九百億円ばかり一般財源化するというようにしました。

これはしかし道路という、道路にまつわる、若しくは自動車というも

のに関係する分野において使うというようなことで、自動車のユーザ

ー、ガソリンのユーザーの理解を得ながらと、こういうふうな条件が

付いておるということであります。もし完全に一般財源化してしまう

ということになりますと、暫定税率というものの根拠がなくなっちゃ

うんですよね。 
 ですから、そういうような自動車、ガソリンに関係する、そういう

そのユーザーの立場、ガソリン税払う人の立場を考えた使い方をする

というものに限定しておるわけであります。 
○林久美子君 まさに、図らずも総理おっしゃいましたけれども、一

般財源化するのであれば暫定税率はもう必要ないということになるわ

けです。 
 そもそも、もう特会のシステムというのがそこにお金がため込めな

い仕組みになっているわけですね。だから、それを今度は逆に利用し

て、ＯＢの方たちを天下らせた関連の公益法人にお金を不適切な随契

で流すわけです。そこで、天下りで行っている人たちが安心してたく

さんの報酬を得られているわけです。それでも使い切れないから、職

員旅行をしたり、いろいろ不適切な税金の利用をしているわけです。

これ全部税金でやっていらっしゃるわけですね。これ今おっしゃいま

したけど、自動車ユーザーの方とか含めて、そういうところからいた

だいている税金でそういうことをしているわけです。 
 これ申し上げれば、こんなことをやめたら、もっと本当に、今たく

さんの課題がある中で、暮らしが安心できるものに変わっていくんじ

ゃないかと。先ほどの再委託ですね、下請に投げていたという問題で

もそうですけれども、あれだって、一般競争入札にして分離発注すれ

ば、もっと民間で頑張っている建設関係の皆さんも潤うわけですよ。

安心して暮らしていける。今、ばたばた倒産しているじゃないですか。

若い皆さんでもそうですよ。公務員の方でもそうですよ。一生懸命頑

張っている、汗流している。でも、ごく一部の天下った先輩たちが甘

い汁を吸って、本当に一生懸命働いている人たちが報われない構造に

今なってしまっている。 
 だから、この構造を断ち切るためにはまず何をしなきゃいけないか

というと、やはり特会を廃止すること、特別財源を一般財源化するこ

とに私はほかならないというふうに思っております。 
 ですから、どうか、天下り天国という一部の人だけがおいしい思い



をするようなこの構造を変えていくための私は第一歩だと思っていま

す。是非とも道路特定財源は一般財源化をしていただいて、ちゃんと

暮らしに密着をした、教育や福祉や医療やいろんな課題があるんだか

ら、必要な道路は造ったらいいじゃないですか。正々堂々とやってい

ただきたいとお願いを申し上げます。 
○委員長（鴻池祥肇君） どなたへの質問ですか。 
○林久美子君 総理。総理って言ってあります。総理、総理、お願い

します。 
○内閣総理大臣（福田康夫君） 今、道路特定財源の不適切な使用、

このことも一緒におっしゃいましたけれども、これはどの税金だって

そうなんですよ。不適切な使用というのはこれはしてはいけないんで

すよ、お分かりでしょう。それはもう、やっぱり透明でなければいけ

ない、そしてまた疑念を持たれてはいけない、そして国民に不快な念

を与えると、これは特定財源の使用においても全く同じことですよ。

ですから、それはそれでしっかりやっていかなければいけないと思い

ます。 
 しかし、じゃ、特定財源を廃止したらばどうなのかという議論、こ

れは議論としてはあります。しかし、道路を造るということの必要性、

これはお分かりでしょう。そうですね。道路がないと地方自治体も困

りますよ。特に地方はとても困ると思いますよ。それをどうするかと

いうことも一緒に考えていただかなければいけない。 
 社会保障も大事、それから教育も大事、防衛も大事、いろんな支出

項目ありますけれども、そういうものを全体を見て、どういう分野に

どれだけ支出していくかと、これはまさに予算なんですよね。ですか

ら、そういう中でこの道路の必要性というものを、これを今回の予算

で、二十年度の予算で提案しているわけですよ。それはこういう金額

のものが必要ですと、こういう提案をしているんです。 
 道路道路とおっしゃるけれども、道路というのは単に道路を造ると

かいう話だけではなくて、それは経済のものでも、経済の問題でもあ

るし、地方の経済の問題もある。そういうことでしょう。将来、地方

がどうあるべきかといったような観点からの議論も当然必要なんです。

ですから、今道路は、福祉に回せとかいったような話になってしまう

と道路ができない、そうした場合に、そういう地方地方がどうなって

いくかということも一緒に考えて議論をしなければいけないと私は思

っております。 
○林久美子君 これだけ無駄遣いをしていて、それで、かなりの無駄



遣いをしていることはもう明らかじゃないですか。それでいて、特定

財源がないと道路が造れなくなるみたいに議論をすり替えないでいた

だきたい。一般財源化をしてもちゃんと必要な道路は造れるんですよ。

こういう無駄なことをしないで、本当に必要な道路を造ってください

よ。必要性は分かりますよ。要るところは造らなきゃいけない。それ

は十分に承知の上で、これだけ無駄遣いをしていて、なおかつ特定財

源がないと道路は造れないみたいな話は、到底国民の皆さんの理解は

得ることはできないということをしっかりとお訴えを申し上げまして、

次の年金問題に移らせていただきたいというふうに思います。 
 消えた年金問題、五千万件ございました。今朝、この五千万件のう

ち二千二十五万件は依然だれのものか分からないということも明らか

にされました。 
 伺います。 
 まず、この年金記録問題への対応として今までどれぐらいの税金が

掛かったのか、また平成二十年度予算案において幾らぐらい計上して

いて、トータル幾らになるのか、お伺いいたします。 
○国務大臣（舛添要一君） 五千万件の名寄せのためのこのプログラ

ム開発その他で、まず既定経費の節減、これは保有資産を売却したり

というようなことを含めて四十四億円を今年度捻出いたしました。平

成十九年度補正予算におきまして約二百一億円、それから二十年度予

算案に、今審議いただいているこの予算におきまして二百九十八億円

を計上しております。 
○林久美子君 今貯蓄ができない世帯が四世帯に一世帯あると言われ

ています。これだけみんな厳しい、苦しい思いをしている中で、もう

本当に税金がこういうことに使われるというのは、まさに嘆かわしい

ことであるというふうに言わざるを得ません。 
 そこで、ねんきん特別便についてお伺いいたします。 
 皆さんのお手元の資料にもございますけれども、御覧をいただきた

いと思います。（資料提示） 
 今年二月十九日までに送付された百六十八万人の方々へのねんきん

特別便のうち、訂正ありとの御報告を寄せた方が一〇・三％の十七万

人と伺っています。 
 これからどういう手続になるかというと、社会保険事務所で記録の

調査が行われるという流れになっておりますが、この十七万人の方の

うちについて、何人分の調査が完了しているんでしょうか。 
○国務大臣（舛添要一君） これは、ねんきん特別便をお送りして、



今それに応じて、これ訂正ありなしの部分は印字された部分で、それ

からいわゆる消えた年金、宙に浮いた年金、それは窓口に来てもらっ

てお答えすると。そして、それで本人確認をして、じゃ、これあなた

ですねってまず確定します。そこから、今まず窓口から業務センター

に行く、業務センターでいろんな手続をする、それで今大体平均して

最終的に裁定という形で行くまで六か月掛かっています。これはもう

業務センターが物すごく今業務が大変だということもありますけれど

も、今しかしこれは一日も早くという思いでありますので、三か月に

短縮することを目標にしております。 
 そういう意味では、今どこまで調査ということのプロセスにおいて

は今言ったところまで進んでいると。件数は今、毎日断続的に出てき

ているところであります。 
○林久美子君 把握していらっしゃる……。 
○国務大臣（舛添要一君） いや、再裁定は、まだそこまでは行って

おりません、今のところは。再裁定ということであれば。 
○林久美子君 では、確認させていただきます。 
 ここからその再裁定を業務センターでするわけですが、再裁定が特

別便によって完了したケースは一件でもありますか。 
○国務大臣（舛添要一君） 昨年の十二月からお送りしていますので、

一番早く来た方でも要するに三か月は、今のところ大体六か月掛かっ

ております、普通のときで三、四か月掛かりますので、まだそこまで

は至っておりません。つまり、一件もまだありません。 
○林久美子君 ということは、このねんきん特別便で訂正ありだった

方が正しい年金額で受給を開始できるのはいつからになるんですか。 
○国務大臣（舛添要一君） 今申し上げましたように、例えば今日調

査結果が出て窓口で確認すると、それで今のところはそれは六か月後

です、それを今三か月までに何とか縮めようというふうにしておりま

す。 
○林久美子君 何月。 
○国務大臣（舛添要一君） ですから、例えば三月一日でありますと、
三月後を目標にしますけれども、今恐らく四か月、早くて四か月、五

か月ですから七月、それぐらいの感じです。 
○林久美子君 総理、七月だそうです。いかがですか。──聞いていら
っしゃいますか。 
○内閣総理大臣（福田康夫君） 七月までというのは、どういう趣旨

でお尋ねですか。 



○委員長（鴻池祥肇君） 林君、再び質問してください。 
○林久美子君 遅いんじゃないですかということです。 
○内閣総理大臣（福田康夫君） これは、計画に従って着々と進めて

いるわけでございまして、その計画、まあこれからのことについて、

これからは見通しも入りますので、いつまでと断言できるのかどうか、

その辺は厚生労働大臣の方がよく承知しておりますから聞いていただ

きたいと思いますけれども。 
 昨年の七月五日の発表したシナリオにのっとって進行していると、

そしてまた新しい問題が生ずるというものについては対処をその都度

していくというようなことをやっておるわけでありまして、私は、そ

れは早く分かれば一番いいですよ、すべてがね。しかし、数が膨大で

ございますから。しかし、そういう中で本当に真剣に取り組んで進行

しているというように考えております。 
○林久美子君 真剣に取り組んでいるというお話がございました。特

別便に関してのことかと思いますけれども、私、社会保険庁が真剣に

取り組んでいるとはとても思えません。以前、外国人籍の方の派遣労

働者の方が転記作業でミスがあったということがございました。社会

保険庁の方では、この方たちに関しては費用は払わないとおっしゃい

ました。この方たちのミスの件数は何件ですか。 
○国務大臣（舛添要一君） この問題は、とにかく外国籍の人たちを

使った、それで、これは直ちに分かった段階でこれをやめさせて、そ

してもう一度チェックをする、そのことによって結果的には正しい作

業が行われております。 
 ちょっと具体的な御質問が、（発言する者あり）いや、それは私は把

握しておりません。 
○林久美子君 これは通告しておきました、件数何件か。 
○国務大臣（舛添要一君） いや、それは、外国の方がチェックをす

る、ミスしているかミスしていないか、それを一件一件チェックした

わけじゃないんです。外国の人が入ってきているということが分かっ

た、それはよろしくないと。したがって、そこでその人たちを、ある

派遣会社から来たわけですけれども、戻したということでありますの

で。そしてもう一度きちんとチェックを、再チェックをして、そして

正しくした。 
 正しくしたということの意味は、何件ミスがあったからどうしたと

いうことではなくて、彼らがやった作業をもう一遍すべてやり直した。

そのときに、どれが間違っていてだれがしたという、そういうことは



数えていないということでありますけれども、きちんと仕事はいたし

ました。 
○林久美子君 件数が分からなくて支払わない金額は算出できるんで

しょうか。 
○国務大臣（舛添要一君） これは今派遣先の企業と協議をしており

ますけれども、要するに、どういう意味で支払わないなんて言ってい

るかというと、ある意味で損害賠償の意味であります。 
 つまり、仕事については向こうがまともな人をちゃんと連れてきて

仕事をやった、したがって、そのことについての我々の、それでは払

えませんから、新たに来た人については。それは当たり前のことなの

で差し替えた、外国人を日本人に差し替えたと、それについては払っ

ていません。しかし、そういうことをいやしくもやったということに

対して、これは損害賠償の意味で何らかの、つまり、私たちが支払わ

ないというより向こうが得べかりし利益を取らないわけですから、そ

れは今協議中でありまして、それはまた幾らという形で金額が出れば

公表したいと思います。 
○林久美子君 これは契約書を交わしていらっしゃるわけです。社保

庁の方も外国籍の方が入られると分かっていたはずですが、どうです

か。 
○国務大臣（舛添要一君） どういう人が来るかということのリスト

はあります。そこで外国籍の方々がこの作業を行うということに対し

て、こちらの職員が、それは外国の人であれ、きちんと作業できる能

力があれば別に差別をする必要はありません。そうしたところ、漢字

のテストなど当社において必要なテストを行い、業務を行うことが可

能か検証した上で、対応可能だと判断しているという回答を得たので

採用したと、そういうことであります。 
○林久美子君 つまり、何が申し上げたいかというと、社保庁にもや

っぱり責任があるということと、ミスをしたのは外国籍の方だけなん

ですかということです。 
 社保庁の皆さんでも事務作業をしていらっしゃいますが、ミスが発

覚していますね。何件ですか。 
○国務大臣（舛添要一君） ちょっと質問の意味がよく分からないん

ですが、社保庁の方々のミスの件というのは何について、それは過去、

山ほどミスありますよ。そのもう蓄積を今一生懸命解決しているとこ

ろですから。 
 ただ、御質問の趣旨は分かりますので、つまり、私はそういう回答



が来ても、やはりこれは本当に日本語でちゃんと、例えば台帳のチェ

ックですから、できるんですかどうですかということをもっときちん

とやっぱりやるべきであったと、そういうふうに思いますから、そう

いう点において社保庁が全く責任がないとは言えませんので、これは

厳重に注意ということであります。 
○林久美子君 私、手元に来ていますけれども、地方保険事務局及び

社会保険事務所で、職員の方のミスがもう一千件を超えています。こ

の方たちには、外国籍の派遣の方には支払わないというのであれば、

当然、この方たちのお給料はどうなるんでしょうか。 
○国務大臣（舛添要一君） これは、国家公務員の場合のいろんな職

務怠慢を含めて一連のきちんとしたルールに基づいて懲戒免職なり戒

告なりございます。で、この一つ一つの件についてそういう処分を行

っていく、例えば減給というような処分をやることもございます。 
 したがって、ルールに従ってきっちりやっているわけでありまして、

社会保険庁の職員で問題を起こした、これはどう対応するかと、私は

厳格にルールに基づいてやっていて、減給すべきは減給する、懲戒免

職の場合もそれはやる、しかし、この行為であればこれは所属長によ

る注意処分、こういうことが適当であるというようなことはルールに

基づいてきちんとやっておりますし、今後ともやっていきたいと思い

ます。 
○林久美子君 結局、社会保険庁はこの件に関して民間企業に丸投げ

しているわけですよ。丸投げしておいて、そこで、そこにミスがあっ

たら支払わないといって、自分の身内でミスが行われても、大臣おっ

しゃる、厳格に対応されるとおっしゃいましたけれども、私、これ逆

に、社会保険庁のミスを棚に上げて民間いじめをしているようにも見

えるわけです。しっかりとした対応をお願いをしたいというふうに思

います。 
 時間もなくなりましたので、最後に一点だけ。 
 私、教育の問題にも取り組んできておりますけれども、拡大教科書

の問題について渡海大臣に伺いたいと思います。 
 今、弱視の子供たち三人に一人にしか、この拡大教科書届いていま

せん。この拡大教科書の八割がボランティアの手作りによって作られ

ています。本当に一枚一枚が手作りなんです。これ、教科書の発行会

社にデジタルデータの提供なども含めて書簡も文科大臣、以前出され

ておりますけれども、今私が伺っているところでは、平成二十三年か

らしか積極的に取り組むような姿勢は見られません。 



 どうですか、これ、大臣。行政指導も含めて、すべての子供たちに、

ちゃんと弱視の子供たちに教科書が行き届くようにしっかりと指導し

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
○国務大臣（渡海紀三朗君） 今委員おっしゃいましたように、小坂

大臣のときに、行政指導といいますか、しっかりとやるようにという

ことをお願いをいたしまして、鋭意我々の方も努力をいたしておりま

す。今年度から、実は、もう少しこのデジタルデータが作りやすくす

るためのいろんな研究というものをやりまして、そしてよりこのスピ

ードをアップさせるべく努力をいたしております。 
 ただ、一つありますのは、やっぱりこのデータベースが今お持ちの

やつをそのまま使うというわけになかなかいかないようでありまして、

そういった面も含めて、我々が支援できる部分をしっかりと支援をし

て、そしてより多くの教科書会社がきちっと作っていただく、また、

ボランティアの皆さんにデータベースを提供するということをこれか

らも頑張っていきたい、そのように考えております。 
○林久美子君 行政指導。 
○国務大臣（渡海紀三朗君） 済みません、抜けましたか、何か。 
○林久美子君 じゃ、行政指導も含めてしっかりと御対応いただきた

いということをお願い申し上げます。 
 ありがとうございました。それでは質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 
 


